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本市では、市民の知る権利を保障すると
ともに、開かれた市政の推進を図るため、
情報公開制度を設けています。また、基
本的人権を守るため、本市が保有してい
る個人情報を保護するとともに、自己の
個人情報を開示することを保障する個人
情報保護制度を設けています。
この２つの制度の運用について、令和４
年度の実施状況を公表します。
■情報公開制度の実施状況
▶実施機関：市長
▶公開請求件数：１
▶処理状況
〇全部公開：０	 〇部分公開：１
〇非公開：０	 〇取下げ：０
▶審査請求：０
■個人情報保護制度の実施状況
▶実施機関：市長
▶開示請求件数：３
▶処理状況
〇全部開示：３	 〇部分開示：０
〇不開示：０	 〇取下げ：０
▶審査請求：０
※教育委員会など、市長以外の実施機関
への公開・開示請求はありませんでした。
問 伊奈庁舎総務課（内線 2105）

令和４年度　情報公開・個人
情報保護の実施状況

高齢者の口腔機能の低下や肺炎などの疾
病を予防するため、無料の歯科健康診査
を実施します。
▶日程：９月１日㈮～ 12月 31日㈰
※歯科医療機関の休診日を除く
▶対象：茨城県後期高齢者医療広域連合
の被保険者で、令和５年３月 31 日時点
で 75歳・80歳・85歳の方
※対象者には、8月下旬ごろに茨城県後
期高齢者医療広域連合から、健診の案内
を送付しています（施設等入所者を除く）。
▶健診内容
①問診	②歯の状態	③咬合状態	④口腔衛
生の状態	⑤口腔乾燥の状態	⑥歯周組織・
粘膜の状況	⑦口腔機能評価	⑧呼吸の異常	
⑨指輪っかテスト	⑩反復唾液嚥下テスト	
⑪事後指導（セルフケアの歯ブラシ指導）　
など
▶場所：茨城県歯科医師会に所属してお
り、送付する案内に同封の「実施歯科医
療機関一覧」に記載のある歯科医療機関
▶受診方法
①受診を希望する方は、実施歯科医療機
関に、後期高齢者医療歯科健康診査事業
で健康診査を受診する旨を伝えて、予約
をしてください。
②受診日までに、受診票内の問診項目を
ご記入のうえ、受診日当日に「被保険者証」
「受診券」「受診票」「歯ブラシ」を持参し
受診してください。
問 茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課　 
保健資格班　☎ 029 ‐ 309 ‐ 1212

後期高齢者を対象とした
無料の歯科健康診査を実施します

茨城県警察では６月から、犯罪被害の当
事者となりやすい 65 歳以上の高齢者が
居住するご家庭を中心に、ニセ電話詐欺・
住宅侵入窃盗に対する防犯指導・啓発な
どを目的に巡回連絡を実施していますの
で、ご協力をお願いします。
※ご不在のときには連絡事項を記載した
パトロールカードをお配りしています。
問 常総警察署 地域課
☎ 0297 ‐ 22 ‐ 0110（内線 291）

茨城県警察による
巡回連絡にご協力ください

地域に寄り添って 15年…。傾聴ほほえみ
では「ひと息コーナー」を市内2カ所にオー
プンしました。ふらっとお立ち寄りくだ
さい。一緒にお話ししませんか？	一人で
もお友達とでも、ぜひお越しください。
▶開催場所・日時
〇コミュニティスペースみらい（伊奈庁舎
敷地内）毎月第 1金曜日	午前 10時～正午
〇みらい平市民センター３階フリースペース	
毎月第 1水曜日	午後 1時 30分～ 3時 30分
▶主催：傾聴ほほえみ
問 社会福祉協議会ボランティア市民活動
センター　☎ 0297 ‐ 25 ‐ 2101

傾聴ほほえみによる
「ひと息コーナー」オープン

茨城県では、９月を「動物愛護月間」として
います。この機会に動物との接し方や飼い主
の責務、マナーについて考えてみましょう。
問 谷和原庁舎生活環境課（内線 3301）

9 月は
「動物愛護月間」です

■無許可の業者に渡さない
不要になった家電製品などを処分すると
きは、廃棄物の処理および清掃に関する
法律の許可を得ていない、無許可の回収
業者には依頼しないでください。
家電製品にはフロンガスや鉛などの有害
物質を含むものがあり、これらが無許可
の業者に渡った場合、適正に処理が行わ
れているのか確認できず、環境に悪影響
を与える恐れがあります。また、無許可
の業者による回収品の不法投棄や高額な
処理費用の請求なども発生しています。
これらのトラブルに遭わないためにも、
不要になった家電製品などを処分すると
きは、「常総広域圏家庭ごみ分別の手引き」
を確認し、適正な処分をお願いします。

問 谷和原庁舎生活環境課（内線 3306）

無許可の不用品回収業者に
ご注意を！
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